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医療資源投入量による各医療機能の需要の推計について（案） 

 

 

１．第３回及び第５回検討会における議論 

 

○ 医療資源投入量による高度急性期機能及び急性期機能の医療需要の

推計の考え方については、第３回（平成 26 年 10 月 31 日）検討会にお

いて、以下のようにお示しした。 

 

【第３回検討会資料２ 抜粋】 

○ 急性期機能については、病床機能報告制度において、『急性期の患

者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能』と定義

されている。 

 

○ 一方、上記の医療資源投入量の逓減の傾向を踏まえると、医療資

源投入量が一定程度、落ち着いた段階が患者の状態が安定した段階

であると考えられる。 

 

○ これらを踏まえ、入院から医療資源投入量が落ち着く段階までの

患者数※を、高度急性期及び急性期の患者数とする。 

 

   ※ 出来高換算点数でみた医療資源投入量は落ち着いているが、引

き続き、状態の安定化に向けた医療提供が継続されている患者も

存在するのではないか。 

 

○ また、高度急性期機能については、病床機能報告制度において、

『急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特

に高い医療を提供する機能』と定義されていることを踏まえ、医療

資源投入量が特に高い段階の患者数を高度急性期の患者数とする。 

 

 

○ また、第５回（平成 26 年 12 月 12 日）検討会においては、DPC デー

タによる分析結果をお示ししつつ、高度急性期機能及び急性期機能の患

者数を推計する医療資源投入量の考え方について、以下のようにお示し

した。 
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【第５回検討会資料２ 抜粋】 

○ 特に、高度急性期機能については、病床機能報告制度において、

高度急性期機能に該当する病棟の例として、救命救急病棟や ICU、

HCU 等が示されていることから、これらの病棟に入院するような患

者像も参考にして、高度急性期機能の患者数を区分する基準を考え

てはどうか。 

 

○ ただし、急性期機能の医療需要については、上記の第３回検討会

でお示ししたとおり、医療資源投入量は落ち着いているが、引き続

き、状態の安定化に向けた医療提供が継続されている患者も存在す

ると考えられることから、こうした患者像を今回の推計において、

どのように分析・見込むか。 

 

 

○ 今回、各医療機能の医療需要を推計する医療資源投入量について、そ

れぞれの具体的な患者像とともに、考え方を整理すると別紙１のように

なるのではないか。 
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２．地域の実情に応じた慢性期機能と在宅医療等の需要推計の考え方につ

いて 

 

○ 現在は療養病床で入院しているが、2025 年には在宅医療等※で対応す

る患者数の推計については、第５回検討会で以下のようにお示しした。 

 

  ※ 居宅、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、その他、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場

所であって、医療提供施設以外の場所における医療をさす。 

  

○ 退院して在宅医療等を受ける患者数を何らかの方法により推計

する必要があるが、療養病床については、現在、診療報酬が包括

算定であり、医療行為を出来高換算した医療資源投入量に基づく

分析を行うことができない。 

 

○ また、現段階では、地域の病床や在宅医療の充実、介護施設等

の整備状況等にはバラツキがあると考えられる。このため、各地

域の在宅医療等の患者数を見込むに当たっては、全国的な状況を

勘案しつつ、設定することが必要ではないか。 

 

○ 具体的には、慢性期機能の医療需要と在宅医療等を受ける患者

については、一体の医療需要ととらえ、そのうち、どの程度の患

者を慢性期機能の病床で対応するか、在宅医療等で対応するかに

ついては、現在、療養病床の入院受療率に地域差があることも踏

まえ、医療資源投入量とは別の指標により、設定することとして

はどうか。  

 

○ 具体的な推計方法としては、別紙２のとおり、地域において、在宅医

療の充実等により、療養病床の入院受療率を一定程度、低下することと

し、それに相当する分の患者数として推計することとする。 

 

○ その際、現状、療養病床の入院受療率には地域差があることから、こ

の差を補正していくこととするが、地域の在宅医療や介護施設等の整備

の見込みなどを踏まえて、地域が一定の幅の中で補正する目標を設定す

ることとしてはどうか。 

 

○ 具体的な入院受療率の補正目標の設定案は、別紙２のとおり。 
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